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改正「個人情報保護法」
平成29年5月30日から施行

小規模事業者や自治会・同窓会─マンション管理組合も対象に

個人情報の適切な取扱いについて定めた個人情報保護法。これまでは主に大

企業が対象でしたが、平成29年5月30日からは、小規模事業者やNPO、町内会・

自治会などの団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が

対象になります。皆さんに知っていただきたい「改正個人情報保護法」のポイ

ントを説明します。

○個人情報を扱う際の基本的なルールは、「使う目的をきちんと説明する」「勝

手に目的外に使わない」「しっかり保管する」などで、これまで個人情報を扱

ってきた事業者や団体にとっては常識的なことばかりでしょう。ただ、この機

会に個人情報の取扱いのポイントをご確認ください。もちろん、新たに個人情

報保護法上の義務の適用対象となる小規模事業者等の方も、下記を参考にご確

認を。

（1）個人情報を取得するとき

個人情報を取得する際は、どのような目的で個人情報を利用するのかについて、具体的に特定

しなければなりません。個人情報の利用目的は、あらかじめ公表するか、本人に知らせる必要が

あります。個人情報のうち、本人に対する不当な差別・偏見が生じないように特に配慮を要する

情報（人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害情報など）は、「要配慮個人情報」

として、取得するときは本人の同意が必要です。

（2）個人情報を利用するとき

取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用しなければなり

ません。すでに取得している個人情報を、取得時と異なる目的

で利用する際には、本人の同意を得る必要があります。

（3）個人情報を保管するとき

取得した個人情報は漏洩などが生じないように、安全に管理し

なければなりません。

例：紙の個人情報は鍵のかかる引き出しで保管する。パソコンの個人情報ファイルにはパスワー

ドを設定する。個人情報を扱うパソコンにはウイルス対策ソフトを入れる…など。

管理組合にとっては区分所有者・入居者名簿等は管理の基本台帳です！

マンション
だ よ り
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こ れ か ら の 事 業

□ マンション管理相談（無料）

◎ 日 時 毎週 火･木曜 13:00 ～ 16:00(祝日・休日は除く)

場 所 （一財）函館市住宅都市施設公社内 「マンション管理相談」コーナー

◎ 日 時 毎週 金曜 13:00 ～ 15:00(祝日・休日は除く)

場 所 函館市地域交流まちづくりセンター 3階相談コーナー

できれば事前にご連絡ください。

電 話 0138‐40‐3607 FAX 0138‐40‐3609

携 帯 090‐3779‐8843（阿部)

□ マンション管理法律相談（無料）

日 時 平成29年10月19日・12月21日（木）

14:00 ～ 16:00

場 所 （一財）函館市住宅都市施設公社 内

担 当 顧問弁護士 室 田 則 之 氏

（室田法律事務所）

※ 相談を希望される方は、事前に申込が必要です。

10月17日・12月19日まで に、お電話下さい。 携 帯 090‐3779‐8843（阿部）

□ 女性の集い

日 時 平成29年9月16日（土） 11:00 ～ 13:00

場 所 （調整中）

対 象 女性のマンション管理組合役員や居住者等

別途管理組合あてにご案内いたします。

□ マンション管理講座（講習会）

日時・場所等詳細は2～3ページに記載

編 集 後 記

今号は、地区別懇談会で資料を配付した「個人情報保護法」の改正等について掲載しました。また，今年度

上期のマンション管理講座（講習会）の概要も掲載しました。後日，チラシを各戸に配布する予定です。

今後予定している短期講座や下期の管理講座等で取り上げて欲しいテーマやご質問等事務局までご連絡下さ

い。 “異常気象”が続いています。健康にご留意下さい。
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